
【６．基本構想の推進にあたって】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<市民に開かれた分権型社会をつくる>

・ 市民活動促進事業［市民協働課］（市民参画推進課） 573

　　

　　

　　 ・ 地域まちづくりワークショップ事業［市民協働課］（市民参画推進課） 3,641

　　

（拡） ・ 市民とつくる協働のまち事業［市民協働課］（市民参画推進課） 8,058

・ 市長とふれあいトーク［市民協働課］（市民参画推進課） 364

　　

・ わたしの提言［市民相談センター］ 311

　　

（新） ・ 議会設備等整備事業［市議会事務局総務課］ 1,300

市長が自ら地域や市民の活動の場などに出向き市民と市政につい

て懇談を行い、市政に関する意見・意向を聴取し、市政推進の参考

とする。

市民と行政との協働による個性的なまちづくりを進めるため、公共的

サービスを提供するＮＰＯ等の活動に対して助成する。

　　　補助金総額　　　20年度　700万円　→　21年度　750万円

地域の課題を解決するために地域の住民が主体となって運営する地

域まちづくりワークショップを引き続き支援する。

　　　設置か所　１３か所

　　　　　　　　　 中央・上町、鴨池、城西、武・田上、谷山北、谷山南、

　　　　　　　　　 伊敷、吉野、吉田、桜島、喜入、松元、郡山

市民活動の促進を図るため、組織運営の手法や事業の企画方法な

どのノウハウを習得するための講座を開催し、市民活動団体とさらに

効果的な協働関係を構築する。

「わたしの提言」手紙セットを市公共施設等に設置するとともに、ホーム
ページに専用アドレスを設け、市民の意見・提案等を市政に反映させ
る。

本会議場において質疑の状況がより理解しやすくなるように、傍聴

者用のモニターテレビを設置するほか、行政視察や委員会審査の

説明の際に使用するプロジェクターを購入する。
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【６．基本構想の推進にあたって】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<将来を見据えた行財政運営を推進する>

（新） ・ 次期総合計画策定事業［政策企画課］ 20,831

（拡） ・ 統合型ＧＩＳ事業[情報システム課]（情報政策課） 92,430

（拡） ・ 情報システム最適化調査事業[情報システム課]（情報政策課） 14,700

(新) ・ 県警察本部跡地駐車場整備事業［管財課］ 6,627

（拡） ・ 人材育成の推進［人事課］ 5,363

（拡） ・ 納税お知らせセンター事業［納税課、特別滞納整理課］ 21,089

多様化する市民ニーズや時代の変化に対応できる職員の育成を

計画的かつ総合的に推進するもので、平成２１年度は職員に対する

新しい評価制度の構築及び、職員の資質・能力の向上を図るため、

セミナー等を開催する。

公共建築物の実態調査等を行い、保全計画を策定し、中長期の視

点にたった維持保全を実施する。
市税等の現年課税分滞納案件に対する電話による自主納付呼び

かけを民間委託により実施する。

公共建築物の実態調査等を行い、保全計画を策定し、中長期の視

点にたった維持保全を実施する。
市税等の滞納案件に対する電話による自主納付呼びかけを民間委

託により行うもので、平成２１年度は介護保険料など市税以外の市

債権についても実施する。

本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針となる、

次期総合計画の策定に向け、基礎調査等を行う。

複数の部局が業務において共用する地図データを一元的に管理

する統合型ＧＩＳを構築する。平成２１年度は共用空間データの整備

及び４月から稼動する市民への公開システムの運用等を行う。

情報システム全体の効率的な運用を図るため、システム最適化に向

けて具体的な取り組みや実施体制を検討するとともに、業務分析・

将来コスト分析等を行う。

本庁舎再編整備までの当面の活用策として、転出・転入の届出や

乳幼児検診等のため来庁する市民の利便性・安全性を高めるため

の駐車場として、また美術館や歴史と文化の道など、文化ゾーンを

利用する来訪者用として、暫定的に県警察本部跡地を駐車場とし

て整備する。
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【６．基本構想の推進にあたって】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 保育料等納入促進事業［子育て支援推進課］ 10,699

(新) ・ 住民基本台帳カード普及促進事業［市民課］ 16,255

・ 総合案内コールセンター運営事業［市民相談センター］ 37,117

（拡） ・ 新喜入支所庁舎整備事業［喜入支所総務市民課］ 92,084

・ 公共建築物ストックマネジメント事業［建築課］ 14,015

（新） ・ 学校建築物ストックマネジメント事業［教育委員会施設課］ 5,079

学校施設の効率的・計画的な維持保全を行うため、ストックマネジメ

ントを導入する。

市民からの問い合わせを、年中無休で受付け、ITを用いて迅速か

つ的確な対応を行うコールセンターを業務委託により運営し、市民

サービスの向上を図る。

新喜入支所庁舎、新喜入公民館の複合施設の実施設計及び喜入

支所庁舎の解体工事等を実施する。

施設の長寿命化・維持保全費用の縮減のため、引き続き施設別の

中長期保全計画を作成する。

公共建築物の実態調査等を行い、保全計画を策定し、中長期の視

点にたった維持保全を実施する。
市税等の現年課税分滞納案件に対する電話による自主納付呼び

かけを民間委託により実施する。

公共建築物の実態調査等を行い、保全計画を策定し、中長期の視

点にたった維持保全を実施する。
保育料、児童クラブ利用料について、保護者負担金収納業務の強

化を図り、公平な負担を確保する。

　　（拡）　収納嘱託員の配置　H21　２人（本庁１人、谷山１人）

住民基本台帳カードの利用促進を図るため、国の財政措置にあわ

せて平成23年3月末まで発行手数料を無料化する。
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